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１．各省庁連携した取組

（１）．教育関係団体への働きかけ強化 （２）．旅行業界への働きかけの強化

文部科学省・復興庁と福島県が連携し、引き続き全国の教育関
係者等が集まる会議等で、福島県への修学旅行の実施に係る説明
・要請や情報提供を実施。特に今後は、震災前に福島県への修学
旅行等の実績が多い地域・学校への働きかけを強化する。

福島県近隣地域・
学校

福島の現状や魅力を説明
観光庁

復興庁・福島県
現状説明と併せた積極的な

取扱いを要請
旅行業界

平成27年度に観光庁から旅行業界に対し行った協力要請に続き、平成
28年度は観光庁、復興庁、福島県が連携し、旅行業者から学校に対し福
島県への教育旅行実施について積極的な提案がなされるよう、２月２８日
付事務連絡により、旅行業界に対し要請を行った。
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○ 福島県が実施する事業に対して引き続き重点的に支援を行う。

福島への教育旅行回復に係る各省庁連携の取組










